
県立高等学校の生徒に向けた学習者用端末購入支援業務 

 

県立高等学校の生徒に向けた学習者用端末購入支援業務について、次のとおり企画提案を募集す

るので公告する。 

 

令和８年２月 20 日 

沖縄県知事   

１ 趣旨 

沖縄県教育委員会（以下「県教委」という。）は、県立高等学校において、Society 5.0 時代を

生きる全ての子供たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現や情報活

用能力等の向上を図るため、学習者用端末等（以下「端末等」という。）の購入を斡旋し、生徒（保

護者）の負担によって、生徒１人１台端末を導入することとしている。 

このことを踏まえ、県教委が端末等販売業者及び販売価格を決定し、スケールメリットによる生

徒（保護者）の教育費の負担軽減を図る必要がある。 

ついては、当該調達を行うにあたって、企画提案型のプロポーザル方式により、本調達に対する

意欲、資質、技術能力及び創造力等が優れた者を募集する。 

 

２ 応募資格 

 次に掲げる条件を全て満たすものとする。 

(1) 法人であること。 

(2) 過去３カ年以内に、国（公社、公団及び独立行政法人を含む）又は地方公共団体と同種又は類似

する業務（国・地方公共団体との OA 機器等の売買又は賃貸借契約等）の契約を締結し、履行し

た実績を有すること。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しない者である

こと。 

(4) 地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号に該当すると認められる事実があった後、２年を経

過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使

用する者でないこと。 

(5) 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

(6) 最近１事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

(7) 沖縄県内に事業所を有する者にあっては、県税の滞納がないこと。 

(8) 沖縄県内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近１

事業年度の都道府県税の滞納がないこと。 

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でないこと（同条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

(10) 業務について十分な遂行能力を有すること。 

(11) 業務終了までの間、沖縄県教育庁教育 DX 推進課との協議、連絡調整が随時行えること。 

(12) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会の情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価

制度におけるＩＳＭＳ（ＪＩＳＱ27001（ＩＳＯ／ＩＥＣ27001））認証を取得していること。 (共

同提案の場合、保護者(生徒)の個人情報等の機微情報を保持する EC サイトまたはシステムを共

用する共同運用事業者のみの資格取得で構わない) 

(13) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の規定による再生手続き開始の申立て又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者（申立てがなさ

れている者であっても、再生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定され



た者を除く。）であること。 

(14) 応募は、共同企業体でも可とし、この場合の要件は以下のとおりとする。 

ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 

イ 共同企業体を構成する全ての事業者が、応募資格（１）、（３）～（11）及び（13）の要件を

満たす者であること。 

ウ 共同企業体を構成する事業者のうち、ECサイト運用事業者が（12）の要件を満たす者である

こと。また、共同企業体を構成する事業者のいずれかが、応募資格（２）の要件を満たす者

であること。 

 

３ 内容及び選定方法等 

詳細については、別途交付する「企画提案応募要領」（以下、「応募要領」という。）及び「企画提

案仕様書」（以下、「仕様書」という。）を参照すること。 

※応募要領等については、沖縄県教育委員会ホームページからダウンロードすること。 

 

４ 書類の提出場所等 

(1) 書類の提出場所 

沖縄県教育庁教育 DX 推進課 

〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮１丁目２番 16号 

ＴＥＬ：098-894-3265  

    Ｅ-mail: aa318900@pref.okinawa.lg.jp 
 

(2) 主なスケジュール 

項目 日程 

公告 令和８年２月 20 日(金) 

〆質問書の提出 令和８年２月 26 日(木) 

〆企画提案応募申請書等の提出 令和８年３月５日(木) 

第一次審査結果通知 令和８年３月６日(金) （予定） 

〆企画提案書の提出 令和８年３月９日(月) 

第二次審査（企画提案審査委員会）の開催 令和８年３月 12 日(木) 

第二次審査結果通知 令和８年３月 16 日(月)（予定） 
協定締結 令和８年３月 17 日(火)（予定） 

 

５ その他 

(1) 書類提出にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2) 提出書類等の作成及びプレゼンテーション等への出席に要する費用は、応募者の負担とし、提出

書類等は返却しない。 

(3) 提出された企画提案書、審査内容、審査経過については公表しない。 

(4) 委託先の選定にあたっては、提案された内容を総合評価し決定する。このため、業務を実施する

にあたっては、県と協議して進めていくものとし、提案された内容を全て実施することを保証す

るものではない。 

(5) １事業者（複数の事業体で事業を実施する場合は１企業共同体）あたり、提案は１件とする。 

(6) その他詳細は、「仕様書」による。 

(7) 本手続は、令和７年度沖縄県一般会計補正予算の議決を前提とした準備手続であり、沖縄県議会

において当該予算案が否決された場合は、協定を締結しない。 


